
（別紙２） 

日本農林規格等に関する法律（抜粋） 

 

昭和二十五年法律第百七十五号 

 

（認証に関する業務の実施） 

第十九条 （略） 

２ 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法によ

り認証、その取消しその他の認証に関する業務を行わなければならない。 

３ 登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした被認証事業者

の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しな

ければならない。 

４ （略） 

 

（改善命令） 

第二十五条 主務大臣は、登録認証機関が第十九条の規定に違反していると認

めるときは、当該登録認証機関に対し、認証に関する業務を行うべきこと又は

認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命

ずることができる。 

 

（登録の取消し等） 

第二十六条 （略） 

２ 主務大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登

録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部若しく

は一部の停止を命ずることができる。 

 一 第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項、二十二条第一項、第二十

三条第一項又は次条の規定に違反したとき。 

 二～四 （略） 

３～５ （略） 

６ 主務大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、遅滞な

く、その旨を公示しなければならない。 

 

（登録の取消し等） 

第三十五条 （略） 

２ 主務大臣は、登録外国認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部若



しくは一部の停止を請求することができる。 

一 次条において準用する第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項、第

二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十七条の規定に違反したとき。 

二～七 （略） 

３・４ （略） 

 

（準用） 

第三十六条 第十四条第二項、第十五条から第二十五条まで、第二十六条第四項

から第六項まで及び第二十七条の規定は、登録外国認証機関について準用す

る。この場合において、第十四条第二項中「前項」とあり、及び第十六条第一

項中「第十四条第一項」とあるのは「第三十四条」と、第二十四条及び第二十

五条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十六条第四項中「前三項」

とあるのは「第三十五条第一項から第三項まで」と、「一週間前」とあるのは

「二週間前」と、同条第六項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第三十

五条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。 

 

  




